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第３章　史跡指定の状況
第１節　指定に至る経緯
　松山城は、勝山（海抜１３２ｍ）の山頂に、本丸、中腹に二之丸、山麓に三之丸を置く連郭式平山城で、

加藤嘉明が慶長７年（１６０２）に築城に着手し、寛永４年（１６２７）に嘉明に代わり入封した蒲生忠

知が全体の築城工事を完了させた。明治６年に廃城となり、翌年に本丸跡が公園（聚楽園）となったが、

明治１９年（１８８６）に陸軍省の所管となり、公園は廃止された。その後、明治４３年（１９１０）に新

たに公園（松山公園）が開設された。

　昭和８年には小天守・南隅櫓・北隅櫓・十間廊下などを放火により焼失したが、残った建造物群は昭和

１０年に国宝に指定された。昭和２０年には、戦火により天神櫓などを焼失したが、昭和２４年に松山

城山樹叢が愛媛県の天然記念物に指定され、翌年（昭和２５年）の文化財保護法の公布を期に、天守をは

じめとする２１棟の現存建造物が、江戸時代の城郭建築として重要文化財の指定を受けた。

　このような経緯の後、松山市は昭和２７年２月１６日付けで史跡の申請を行い、同年３月２９日（文

化財保護委員会告示第５９号：昭和３０年１１月１２日）付けで、江戸時代の城郭遺跡（松山城跡）とし

て国の史跡指定を受けた。

第２節　指定の状況
（１）指定告示

名　　　称　松山城跡

種　　　別　史跡

指定年月日　昭和２７年３月２９日

　　　　　　（文化財保護委員会告示第５９号：昭和３０年１１月１２日）

指 定 基 準　二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡

所　在　地　松山市堀之内町字丸之内

地　　　域　１番、２番の１、３番の１、５番から１０番まで、無番地（１番の西側山林３４，００７坪

５８）、無番地（宅地５，４３９坪城東中学校敷地）、無番地（宅地1，９４１坪２３県営体育館敷

地）、無番地（５番の東側、宅地３６７坪松山労働基準監督敷地、宅地１５０坪愛媛統計調査

事務所松山出張所敷地、宅地８２坪６９愛媛醤油味噌協同組合敷地、宅地６７坪愛媛県教育

研究所敷地、宅地３１坪５０温泉教育事務所敷地、宅地２４坪５０愛媛婦人少年室敷地、宅

地３５坪松山アルコール事務所敷地、宅地１８坪愛媛労働基準局敷地、宅地８５坪松山財務

部宿舎敷地）、無番地（９番の西側宅地１３，０７１坪５９松山競輪場敷地）、無番地（宅地１，

４７０坪アメリカ文化センター敷地）、無番地（６番の北側宅地２，７１８坪軟式庭球コー

ト敷地）、無番地（宅地７，４８７坪野球場敷地）、無番地（１０番の北側宅地６５３坪６０松

山市産院敷地）、無番地（宅地５，３９８坪国立松山病院敷地）、無番地（７番の南側宅地５，

８３２坪２６松山税務署敷地）、無番地（７番の東側宅地９７９坪７２松山財務部敷地）、無

番地（堤塘８３４坪２８）、無番地（宅地６，６５３坪２８旧歩兵第２２連隊敷地跡緑地帯）
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（２）指定説明文とその範囲

　松山城

　所在地　愛媛縣松山市

　理　由　指定基準史跡の部第ニ類による

　説　明　慶長年間加藤嘉明によって營まれた城で、次の蒲生忠知によって完成された。勝山の山頂に本

丸を置き、中腹に二ノ丸、山麓に堀、土壘をめぐらした、略々方形状の三ノ丸を配している。

 四國の三名城（高知、松山、徳島）の一で天守閣を始め、櫓、門、石垣、土壘、堀等よく旧規模

を存していて近世城郭の好例である。

（３）指定地の状況

１）土地所有状況

　史跡指定地の土地所有状況は以下の表のとおりである。

表16　史跡指定地の土地所有状況

所有者 地目 面積 面積比率
松山市 山林・宅地 26.5176 ha 42.7％
愛媛県 宅地 1.5940 ha 　2.6％

国 山林・宅地 31.7318 ha 51.0％
民有地 宅地 2.3086 ha 　3.7％

合計 62.1520 ha

図３５　史跡内の土地所有関係

N
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表17　指定地の地番・所有者等一覧表

指定当初
町名 地番 所有

堀之内町 1番 松山市
字丸之内 2番の1

3番の1
5番 大蔵省

6番 松山微生物研究所

7番 總理府

8番 愛媛縣

9番 大蔵省

10番 愛媛縣
1番の西側
9番の北上
7番の西側
5番の東側
9番の西側
6番の東側

無番地 6番の北側 大蔵省
10番の南側
10番の北側
10番の東側
7番の南
7番の東側
8番の南側
5番の北東

現在
町名 地番 所有

1番
2番－1
2番－5

丸之内 2番－6 松山市

2番－9
5番
無番地 財務省

5番
5番－2
5番－3 日本放送協会
5番－4
6番－1
6番－2
6番－3 松山市
6番－4
6番－5
6番－6
7番 大蔵省
8番 愛媛県
9番 財務省
10番 愛媛県
12番
13番－1 松山市

13番－2
13番－3 大蔵省
13番－4
13番－7

堀之内 13番－8 松山市
13番－9
14番－1
14番－2
15番 愛媛県
16番－1 松山市
16番－2 財務省
無番地

指定当初と現在の地番等の対応は以下のとおりである。
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図３６　城山公園公図

第３節　指定後の経過
　史跡指定後も、二之丸跡は城東中学校の敷地として利用されてきたが、昭和５８年の中学校移転後、

翌年から発掘調査が行われ、その成果をもとに平成元年から整備工事が行われた。そして、平成４年に

「松山城二之丸史跡庭園」として開設され、多門櫓や米蔵、門、塀などが建築当時の姿で再現された。な

お、加藤期のものと考えられる大井戸遺構は、発掘されたままの状態で展示されている。

　三之丸跡は、戦後様々な運動施設・文化施設が建てられ、「堀之内」と呼ばれて市民に親しまれてきた。

平成１２年には「城山公園（堀之内地区）整備計画」が策定され、市営球場、プール、競輪場、病院などが移

転された。その間、随時発掘調査が実施されるとともに整備も進められ、平成２２年に第１期整備が完

了した。その他の現在までの主な整備・修理履歴の詳細については、表１８に示す。

　また、前述のとおり、近代の度重なる火災や戦時中の空襲により、松山城跡は往時の姿を多く失うこ

ととなったが、現在まで２１棟もの現存建造物群が残存している。焼失した建造物の再建計画は、昭和

１０年の国宝指定を受けて持ち上がっていたが、戦争や戦後の混乱もあり実現には至らなかった。昭和

３０年代にようやく再建への動きが高まり、昭和３３年に馬具櫓が鉄筋コンクリートで再建されたの

を皮切りに、昭和４３年には小天守、南北隅櫓等が木造で復元され、連立式天守の形状を取り戻した。そ

２）管理団体

　昭和２８年８月１９日付け、文委記第１０５の４号で松山城跡を管理すべき管理団体として松山

市が指定されている。
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の後も復元整備が進み、現在は３０棟あまりの建物がほぼ木造で復元されている。これら建造物の詳細

な再建履歴は表１９に示す。また、現存建造物の修理履歴については、表２０のとおりである。

表１８　松山城跡の主な整備・修理履歴

年度 場所 施設名 備　考

昭和27

本丸跡
動物舎・児童遊具 城山動物園
井戸上屋（復元）

三之丸跡

県警察本部
NHK松山中央堀之内演奏所
市営球場 改修工事の完成
県衛生研究所

山林 県庁裏上水道調整池

昭和28 三之丸跡

市営庭球場 元卓球会館跡地を含めた
改修工事の完成

県営陸上競技場 競輪場に併設
県体育館 後に愛媛県民館に改称
県ラグビー場

昭和29 三之丸跡 県弓道場 元弓道連盟弓道場
昭和30 長者ヶ平 松山城ロープウェイ

昭和31
長者ヶ平 遊園地施設・売店

三之丸跡 NHK松山放送会館
愛媛支払基金 元松山微生物研究所

昭和32
長者ヶ平 テレビ塔
三之丸跡 NHK松山テレビ局

山林 東雲神社裏調整池

昭和33
長者ヶ平 南海放送テレビ局舎

三之丸跡
自衛隊愛媛地方連絡部
歯科医師会館 愛媛支払基金の南側

昭和35
三之丸跡

松山税務署（移転） 本町に移転
県陸運事務所（撤去） 森松町に移転

山林 東雲第3調整池

昭和36
三之丸跡

市営プール
松山労働基準監督署（移転） 六軒家町に移転
堀石垣（修理）・堀（浚渫）

山林 県庁裏第4調整池

昭和37 三之丸跡 市営子どもプール

昭和38
三之丸跡

愛媛労働基準局（移転） 若草合同庁舎に移転

日米文化センター（移転） 中央公民館（大街道三丁
目）に移転

山林 城西第5調整池

昭和40 三之丸跡
松山市民会館 元日米文化センター跡地
愛媛郷土記念館

昭和41
本丸跡

大手門左手原塀下石垣（修理）
筒井門西側石垣（解体修理）
動物舎・児童遊具（撤去）

長者ヶ平 松山城リフト
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年度 場所 施設名 備　考

昭和42

本丸跡 筒井門東側石垣（解体修理）

三之丸跡

県トレーニングセンター 県民館横
四国電波監理局（移転） 味酒町に移転
NHK松山放送会館（建替）
松山市福祉事務所（撤去） 弓道場北側、元22連隊兵舎
国立松山病院、四国地方がんセンター（併設）

昭和44
本丸跡 売店 長者ヶ平、翌年度倉庫等新設

三之丸跡 市営子どもプール（撤去） 美術館建設のため

昭和45
本丸跡 売店（移転） 長者ヶ平へ移転

三之丸跡 県立美術館
昭和46 長者ヶ平 藤棚（整備）
昭和47 本丸跡 太鼓櫓西側石垣（解体修理） 　

昭和48

二之丸跡 槻門櫓南続櫓石垣（解体修理） 　

三之丸跡
松山市産院（移転） 　

土塁緑化・遊歩道（整備）

昭和49

本丸跡 紫竹門西側石垣（解体修理） 　
二之丸跡 槻門続櫓跡、石垣（修築）

三之丸跡
子どもプール 市営プールに併設
土塁（緑化整備）・堀（浚渫） 浚渫は北堀一部

昭和50
三之丸跡

県教育文化会館 県立博物館・図書館含む
県立歴史民俗資料館 元愛媛郷土記念館
中四国農政局、愛媛統計事務所（移転） 松山地方合同庁舎に移転

山林 バードバス 本丸東、4基
昭和51 三之丸跡 自衛隊愛媛地方連絡部（移転） 三番町に移転
昭和54 三之丸跡 堀（浚渫工事） 東堀

昭和55
本丸跡

乾門石垣（解体修理） 　
松山城石垣（修復開始） 乾門他2か所6面

三之丸跡 堀（浚渫） 北堀の一部
昭和56 三之丸跡 堀（浚渫） 西堀

昭和57 二之丸跡 市立城東中学校（移転） 文京町の御幸中学校と統
合し東中学校

昭和58
本丸跡 艮門同東続櫓石垣（解体修理）

二之丸跡 市立城東中学校（撤去）

昭和61 本丸跡 城山荘休憩所・トイレ 巽櫓北続櫓のこと

昭和62
二之丸跡 大井戸西面石垣・地下通路石垣（解体修理）

三之丸跡 社会保険診療報酬支払基金（移転） 六軒家町に移転

昭和63 三之丸跡 県警察本部（移転）、県国際交流センターとして利用 南堀端に移転

平成元

長者ヶ平 便所（改築）

二之丸跡 松山城二之丸跡（整備計画工事着手） 林泉庭・石垣修復

三之丸跡 県歯科医師会館（移転） 柳井町に移転

平成2
二之丸跡 多聞櫓台石垣・大井戸（解体修理開始）

三之丸跡 県教育事務所（撤去） 元県衛生研究所

平成3 二之丸跡 多聞櫓台石垣・大井戸（解体修理完了）
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年度 場所 施設名 備　考

平成4
二之丸跡 松山城二之丸史跡庭園（整備完了）

三之丸跡 北入口公衆便所（建替）

平成5 三之丸跡 外堀石垣（修理第1期） 南堀端から西堀端まで

平成6 三之丸跡 外堀石垣（修理第2期） 西堀端から北堀端まで

平成7

本丸跡 松山城入場者管理事務所（移転） 一ノ門前から現在地へ

三之丸跡
外堀石垣（修理第3期） 東堀端から南堀端まで

愛媛県民館・トレーニングセンター（撤去）

山林 登山道照明柱

平成9 三之丸跡
県立歴史民俗資料館（撤去）

東門櫓遺構（保存修景）

平成10 三之丸跡
県美術館 県民館跡地に建設

県弓道場（撤去）

平成11
本丸跡 一ノ門南櫓他7棟（保存修理）

三之丸跡 四国財務局財務事務所（撤去） 若草合同庁舎に移転

平成12 三之丸跡
県国際交流センター（撤去） 駐車場部分は県庁用駐車

場として使用
県ラグビー場（撤去）

平成13

二之丸跡 南側石垣・巽櫓石垣（解体修理開始） 　

三之丸跡
市営庭球場（廃止） 　

県陸上競技場（廃止） 　

平成14 二之丸跡
二之丸跡（災害復旧開始） 　

二之丸跡（災害復旧（その2）開始） 　

平成15

二之丸跡

二之丸跡（災害復旧(その3）開始） 　

二之丸跡（災害復旧(その4）開始） 　

二之丸跡（災害復旧(その5）開始） 　

三之丸跡

市営球場（廃止） 平成12年松山中央公園に
移転

市営球場（解体開始） 　

市営庭球場（解体開始） 　

平成16

本丸跡
天守他2棟（保存修理） 　

隠門他3棟（保存修理） 　

二之丸跡 南側石垣・巽櫓石垣（解体修理完了） 　

三之丸跡 市営プール（廃止） 平成17年松山中央公園に
移転

山林他 東雲口登城道（整備） 　

平成17

二之丸跡 槻門跡（災害復旧） 　

三之丸跡

競輪場（廃止） 松山中央公園に移転

競輪場（解体開始） 　

国立病院機構四国がんセンター（解体開始） 松山市北梅本町に移転

山林他 県庁裏登城道（整備開始） 　
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平成18

二之丸跡
槻門跡石垣（災害復旧(その2）開始） 　

槻門跡石垣（災害復旧(その2）完了） 　

三之丸跡

野球場西側スタンド（外解体開始） 　

市営プール（解体完了） 　

三之丸西側土塁（整備開始） 　

平成19
二之丸跡 黒門西側石垣（解体開始） 　

三之丸跡 三之丸西側土塁（整備完了） 　

平成20 二之丸跡 黒門西側石垣（解体完了） 　

平成22 三之丸跡 堀之内地区第1期整備完了 　

平成26 本丸跡 本丸防災設備等（整備開始） 　

平成29 本丸跡 本丸防災設備等（整備完了） 　

年度 建物名 再建方法 滅失年 滅失原因

昭和32 馬具櫓 鉄筋コンクリート外観復元 昭和20年 空襲

昭和43

小天守 木造復元 昭和8年 放火

玄関櫓 木造復元 昭和8年 放火

玄関 木造復元 昭和8年 放火

多聞櫓 木造復元 昭和8年 放火

北隅櫓 木造復元 昭和8年 放火

十間廊下 木造復元 昭和8年 放火

南隅櫓 木造復元 昭和8年 放火

昭和46

筒井門 木造復元 昭和24年 放火

筒井門東続櫓 木造復元 昭和24年 放火

筒井門西続櫓 木造復元 昭和24年 放火

昭和47 太鼓門 木造復元 昭和20年 空襲

昭和48
太鼓櫓 木造復元 昭和20年 空襲

太鼓門続櫓 木造復元 昭和20年 空襲

昭和54 天神櫓 木造復元　 昭和20年 空襲

昭和57

乾門 木造復元 昭和20年 空襲

乾門東続櫓 木造復元 昭和20年 空襲

乾門西塀 木造復元 昭和20年 空襲

乾門東続櫓東折曲塀 木造復元 昭和20年 空襲

昭和59
艮門 木造復元 昭和20年 空襲

艮門東続櫓 木造復元 昭和20年 空襲

昭和61
巽櫓 木造復元 昭和20年 空襲

太鼓門東塀 木造復元 昭和20年 空襲

平成2 太鼓門西塀 木造復元 昭和20年 空襲

表１９　建造物再建履歴
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建造物名 建築年 修復年度 修復内容

天守 嘉永5年
(1852）

昭和25年～昭和26年 屋根葺替
昭和44年 一部修理
昭和60年 一部修理
平成16年～平成18年 一部修理

三ノ門南櫓 嘉永5年
(1852）

昭和44年 一部修理
平成16年～平成18年 一部修理

二ノ門南櫓 嘉永5年
(1852）

昭和44年 一部修理
平成11年～平成13年 一部修理

一ノ門南櫓 嘉永5年
(1852）

昭和44年 一部修理
平成11年～平成13年 一部修理

仕切門 嘉永年間
(1848－1853）

昭和44年 一部修理
昭和60年 一部修理
平成16年～平成18年 一部修理

三ノ門 嘉永5年
(1852）

昭和44年 一部修理
昭和60年 一部修理
平成11年～平成13年 一部修理

二ノ門 嘉永5年
(1852）

昭和44年 一部修理
平成11年～平成13年 一部修理

一ノ門 天明6年
(1786）

昭和44年 一部修理
昭和60年 一部修理
平成11年～平成13年 一部修理

仕切門内塀 嘉永年間
(1848－1853）

昭和44年 一部修理
昭和60年 一部修理
平成16年～平成18年 一部修理

三ノ門東塀 嘉永5年
(1852）

昭和44年 一部修理
昭和60年 一部修理
平成11年～平成13年 一部修理

筋鉄門東塀 嘉永年間
(1848－1853）

昭和44年 一部修理
昭和60年 一部修理
平成16年～平成18年 一部修理

二ノ門東塀 嘉永年間
(1848－1853）

昭和44年 一部修理
平成11年～平成13年 一部修理

一ノ門東塀 嘉永5年
(1852）

昭和44年 一部修理
平成11年～平成13年 一部修理

紫竹門東塀 嘉永年間
(1848－1853）

昭和44年 一部修理
昭和60年 一部修理

乾櫓 慶長7年～19年
(1602 ～1614）

昭和26年 屋根葺替
昭和39年 半解体修理
昭和60年 一部修理

野原櫓 慶長7年～19年
(1602 ～1614）

昭和26年 半解体修理
昭和60年 一部修理

隠門続櫓 慶長7年～19年
(1602 ～1614）

昭和12年 解体修理
昭和46年 解体修理
昭和60年 一部修理
平成16年～平成18年 一部修理

隠門 慶長7年～19年
(1602 ～1614）

昭和12年 解体修理
昭和46年 解体修理
昭和60年 一部修理
平成16年～平成18年 一部修理

表２０　重要文化財建造物修復履歴
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第３章第３節　指定後の経過

天守

天神櫓

小天守南隅櫓

北隅櫓

十
間
廊
下 筋鉄門

仕切門

仕切門内塀

一ノ門

一ノ門南櫓

二ノ門南櫓

三ノ門

二ノ門

三ノ門南櫓

三ノ門東塀

一ノ門東塀

二ノ門東塀
筋鉄門東塀

筒井門

戸無門

隠門

隠門続櫓

太鼓櫓
太鼓門

巽櫓

井戸

馬具櫓

紫竹門

紫竹門西塀

紫竹門東塀

本壇

乾門東続櫓

乾門

乾櫓

野原櫓

艮門
艮門東続櫓

重要文化財

乾門西塀

玄関

玄関
多聞櫓

内門

太鼓門櫓

多聞櫓

0 50m(1:1,400)

0 50m(1:800)

昭和４４年・６０年
平成１６～１８年修復

昭和４４年
平成１６～１８年修復

昭和４４年
平成１１年～１３年修復

昭和４４年
平成１１年～１３年

昭和４４年・６０年
平成１６～１８年修復

昭和４４年・６０年
平成１1～１３年修復

昭和４４年
平成１１年～１３年修復

昭和４４年・６０年
平成１1～１３年修復

昭和４４年・６０年
平成１６～１８年修復

昭和４４年・６０年
平成１１～１３年修復

昭和４４年
平成１１年～１３年修復

昭和４４年
昭和６０年修復

昭和３９年
昭和６０年修復

昭和２６年
昭和６０年修復

昭和１２年
昭和４６年
昭和６０年
平成１６年～１８年修復

昭和１２年
昭和４６年
昭和６０年
平成１６年～１８年修復

昭和１２年
昭和４６年
昭和６０年修復

昭和４４年
昭和６０年修復

昭和４６年修復

昭和４４年
平成１１年～１３年修復

昭和４４年・６０年
平成１６～１８年修復

図３７　本丸・本壇建造物

N

建造物名 建築年 修復年度 修復内容

戸無門 寛永－正保年間
(1624－1647）

昭和12年 一部修理
昭和46年 一部修理
昭和60年 一部修理

紫竹門 嘉永年間
(1848－1853）

昭和44年 一部修理
昭和60年 一部修理

紫竹門西塀 嘉永年間
(1848－1853） 昭和46年 一部修理


